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認
知
症
か
な
？
と
思
っ
た
ら

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
に

と
っ
て
本
年
が
平
穏
で
希
望
に
満

ち
た
一
年
と
な
る
よ
う
に
お
祈
り

 
致 
し
ま
す
。

い
た

　
 
我 
が
国
で
は
高
齢
者
人
口
の
増

わ

加
に
伴
い
、
認
知
症
患
者
さ
ん
の

数
が
増
え
、
現
在
の
約　

万
人
か

４６２

ら
平
成　

年
に
は
約　

万
人
に
な

３７

７００

る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

不
幸
に
し
て
ご
家
族
が
認
知
症

か
な
？
と
思
っ
た
り
、
自
分
も
怪

し
い
か
な
、
と
思
っ
た
ら
ま
ず
は

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
相
談

し
ま
し
ょ
う
。
「
物
忘
れ
相
談
シ

ー
ト
」
を
一
緒
に
記
入
し
て
も
ら

っ
て
医
療
機
関
を
受
診
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
シ
ー
ト
は
患

者
さ
ん
の
認
知
症
に
関
す
る
情
報

が
簡
潔
に
整
理
さ
れ
た
も
の
で
、

病
診
連
携
や
医
療
・
介
護
の
連
携

を
ス
ム
ー
ズ
に
し
て
く
れ
ま
す
。

本
人
が
受
診
を
拒
む
場
合
な
ど
の

た
め
に
、
市
で
は
認
知
症
初
期
集

中
支
援
チ
ー
ム
を
用
意
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
医
療
・
介
護
の
複
数

の
専
門
職
が
認
知
症
疑
い
や
認
知

症
の
人
お
よ
び
そ
の
家
族
を
訪
問

し
、
必
要
な
医
療
や
介
護
の
導

入
・
調
整
や
、
家
族
支
援
な
ど
を

行
う
チ
ー
ム
で
す
。
医
師
会
で
は

こ
の
チ
ー
ム
に
必
要
な
認
知
症
サ

ポ
ー
ト
医
の
養
成
に
力
を
入
れ
て

お
り
、
現
在
４
人
の
サ
ポ
ー
ト
医

が
活
動
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

地
域
の
認
知
症
対
策
の
中
心
と
な

る
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
や

認
知
症
ケ
ア
パ
ス
（
※
）
の
整
備

も
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

し
か
し
、
究
極
の
認
知
症
対
策

は
認
知
症
に
な
ら
な
い
こ
と
で

す
。
糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習
慣
病

は
認
知
症
の
発
症
率
を
高
め
ま
す

か
ら
、
健
診
結
果
か
ら
メ
タ
ボ
と

診
断
さ
れ
た
方
は
生
活
習
慣
を
見

直
し
ま
し
ょ
う
。
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

や
ダ
ン
ス
な
ど
の
運
動
や
麻
雀
、

囲
碁
な
ど
の
ゲ
ー
ム
に
も
認
知
症

予
防
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。
積
極
的
に
社
会
に
出
て
、
趣

味
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
じ

て
多
く
の
人
と
交
流
す
る
事
も
良

い
で
し
ょ
う
。

※　

認
知
症
ケ
ア
パ
ス
＝
発
症
予

防
か
ら
人
生
の
最
終
段
階
ま
で

障
害
の
進
行
に
合
わ
せ
て
い

つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
医

療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
れ

ば
よ
い
の
か
、
こ
れ
ら
の
流
れ

を
あ
ら
か
じ
め
標
準
的
に
示
し

た
も
の

　

小
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斎
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寛
和

オストメイトマーク聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク）障がい者のための国際シンボルマーク

　オストメイト（人工肛門・人工ぼ
うこうを造設した方）を示すシンボ
ルマークです。オストメイト対応の
トイレ等の設備があることを示す場
合などに使用されています。

問合先　公益社団法人日本オストミー協会（☎０３−
５６７０−７６８１）

　政令で定める程度の聴覚障がい
のあることを理由に運転免許に条
件を付された方が車に表示するマ
ークです。やむを得ない場合を除
き、このマークをつけた車に幅寄
せや割り込みを行った場合には、
道路交通法違反となります。

問合先　各警察署（小金井警察署☎０４２−３８１−０１１０）

　障がいのある方が利用しやすい
建築物や公共輸送機関であること
を示す、世界共通のマークです。
車いすを利用する方だけでなく、
障がいのあるすべての方のための
マークです。

問合先　公益財団法人日本障害者リハビリテーション
協会（☎０３−５２７３−０６０１）

ハート・プラスマーク耳マーク盲人のための国際シンボルマーク

　内臓に障がいのある方を表していま
す。心臓疾患などの内部障がい・内臓
疾患は外見からは分かりにくいため、
さまざまな誤解を受けることがありま
す。そのような方の存在を視覚的に示

し、理解と協力を広げるために作られたマークです。
問合先　特定非営利活動法人ハート・プラスの会ホー
ムページ（http://www.normanet.ne.jp/~h-plus/）

　聴覚に障がいがあることを示し、コ
ミュニケーション方法に配慮を求める
場合などに使用されているマークで
す。また、自治体、病院、銀行などが、
聴覚に障がいのある方に援助をするこ

とを示すマークとしても使用されています。
問合先　社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合
会（☎０３−３２２５−５６００ ０３−３３５４−００４６）FAX

　視覚に障がいのある方の安全や
バリアフリーに考慮された建物・
設備・機器などにつけられていま
す。信号や音声案内装置、国際点
字郵便物、書籍、印刷物などに使
用されています。

問合先　社会福祉法人日本盲人福祉委員会（☎０３−
５２９１−７８８５）

ヘルプマークほじょ犬マーク身体障害者標識（身体障害者マーク）

　義足や人工関節を使用している方、内
部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、
援助や配慮を必要としていることが外見
からは分からない方が、周囲の方に配慮
を必要としていることを知らせること

で、援助が得やすくなるようにするためのマークです。
問合先　東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課
（☎０３−５３２０−４１００）

　身体障害者補助犬法に基づき認定
された補助犬（盲導犬・介助犬・聴
導犬）を受け入れる店の入口などに
 貼 るマークです。不特定多数の方が
は

利用する施設（デパートや飲食店な
ど）では、補助犬の受け入れが義務付けられています。
問合先　東京都福祉保健局障害者施策推進部自立生活
支援課（☎０３−５３２０−４１４７） 

　肢体不自由であることを理由に
運転免許に条件を付された方が車
に表示するマークです。やむを得
ない場合を除き、このマークをつ
けた車に幅寄せや割り込みを行っ
た場合には、道路交通法違反とな
ります。

問合先　各警察署（小金井警察署☎０４２−３８１−０１１０） 

障がいに関する
シンボルマーク

　障がいに関するシンボルマークは、国際的に定められたものや法律に基
づいているもののほか、障がい者団体が独自に提唱しているものもありま
す。そのうち、代表的なものを紹介します。
　各マークの詳細・使用方法等は、各関係団体にお問い合わせください。
問合先　自立生活支援課障害福祉係（☎０４２−３８７−９８４２）

 　

厚
生
労
働
省
、
都
道
府
県
、
日

本
赤
十
字
社
で
は
、
１
月
・
２
月

に
「
は
た
ち
の
献
血
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
」
を
全
国
各
地
で
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ

く
か
、
東
京
都
赤
十
字
血
液
セ
ン

タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://

w
w
w
.to
kyo
.b
c.jrc.o

r.jp
/

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

と　

き　

土
曜
・
祝
日
を
除
く
午

前　

時
～
午
後
４
時　

分

１０

２０

と
こ
ろ　

警
視
庁
府
中
運
転
免
許

試
験
場
（
府
中
市
多
磨
町
３
儿
１

儿
１
）

問
合
先　

健
康
課

  
と　

き　

１
月
７
日
（
木
）
午
前

９
時　

分
～　

時　

分
、
午
後
１

３０

１１

３０

時
～
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
本
庁
舎
駐
車
場

対　

象　
　

～　

歳
の
方

１６

６４

※　
　

～　

歳
に
献
血
経
験
の
あ

６０

６４

る
方
は
、　

歳
ま
で
献
血
す
る

６９

こ
と
が
で
き
ま
す
。

実
施
団
体　

東
京
都
赤
十
字
血
液

セ
ン
タ
ー

問
合
先　

健
康
課

 
と　

き　

２
月
３
日
（
水
）
午
後

１
時　

分
か
ら
、
１
時　

分
か
ら

１５

４５

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

は
た
ち
の

献
血
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

愛
の
献
血

５
歳
児
親
子
歯
科
教
室

生
え
た
て
永
久
歯
応
援
健
診

と
こ
ろ　

保
健
セ
ン
タ
ー

内　

容　

歯
科
健
診
（
幼
児
の

み
）
、
歯
磨
き
練
習
、
食
育
エ
プ

ロ
ン
シ
ア
タ
ー
な
ど

対　

象　

平
成　

年
４
月
２
日
～

２２

　

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
幼
児
と

２３保
護
者

定　

員　
　

組
（
申
込
順
）

２０

申　

込　

１
月
５
日
か
ら
、
電
話

で
健
康
課
へ
。

 　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
な
ど
を
通
し

て
妊
娠
、
出
産
、
育
児
の
話
、
沐

浴
実
習
等
を
学
び
ま
す
。
友
達
作

り
の
場
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

と　

き　

２
月
８
日
（
月
）
、　
１５

日
（
月
）
、　

日
（
金
）
午
前　

１９

１０

両
親
学
級
ひ
ま
わ
り
ク
ラ
ス

（
平
日
３
日
間
コ
ー
ス
）

時
～
午
後
０
時　

分
３０

と
こ
ろ　

保
健
セ
ン
タ
ー

対　

象　

お
お
む
ね　

～　

週
の

１６

２７

妊
婦
（
パ
ー
ト
ナ
ー
参
加
も
可
）

定　

員　
　

組
（
申
込
順
）

２０

申　

込　

１
月
４
日
か
ら
、
電
話

で
健
康
課
へ
。

 
と　

き　

２
月
８
日
（
月
）
午
後

１
時
か
ら
、
１
時　

分
か
ら
、
１

１５

時　

分
か
ら（
終
了
は
３
時
ご
ろ
）

３０
と
こ
ろ　

保
健
セ
ン
タ
ー

対　

象　

お
お
む
ね　

～　

週
の

１６

２７

妊
婦
の
方

定　

員　
　

人
（
申
込
順
）

２０

申　

込　

１
月
５
日
か
ら
、
電
話

で
健
康
課
へ
。

 
と　

き　

２
月
４
日
、　

日
、　
１８

２５

日
の
木
曜
日
午
前
９
時
か
ら
（
受

け
付
け
は
９
時　

分
ま
で
）

１５

と
こ
ろ　

保
健
セ
ン
タ
ー

内　

容　

歯
磨
き
練
習
、
栄
養
講

話
な
ど

妊
婦
歯
科
健
診

む
し
歯
予
防
教
室

※　

む
し
歯
予
防
教
室
受
講
後
、

希
望
者
は
引
き
続
き
歯
科
健
診

も
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
（
終
了
は　

時　

分
ご
ろ
）

１１

３０

対　

象　

平
成　

年
７
月
生
ま
れ

２５

（
２
歳
６
か
月
）
～　

年
１
月
生

２７

ま
れ
（
１
歳
）
の
幼
児

※　

転
入
等
で
対
象
年
齢
を
過
ぎ

て
い
る
場
合
は
、
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

定　

員　

各
日　

人
（
申
込
順
）

１２

申　

込　

１
月
５
日
か
ら
、
電
話

で
健
康
課
へ
。

 　

ご
家
族
の
み
の
相
談
で
も
構
い

ま
せ
ん
。
事
前
予
約
が
必
要
で
す

の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

相
談
名　

▽
精
神
保
健
医
療
相
談

（
こ
こ
ろ
の
相
談
）
▽
思
春
期
相

談　

▽
老
人
精
神
保
健
相
談
（
認

知
症
等
）
▽
ア
ル
コ
ー
ル
相
談

問
合
先　

多
摩
府
中
保
健
所
（
☎

　

儿　

儿
２
３
３
４
）

０４２

３６２
多
摩
府
中
保
健
所

各
種
相
談
の
ご
案
内


